
令 和 ２ 年
１月21日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

保
安
林
の
指
定
（
岩
国
市
）
（
森
林
整
備
課
）
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特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
建
築
指
導
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…

徳
山
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
の
認
可
（
住
宅
課
）

二

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
周
東
町
差
川
字
桑
原
一
三
七
八
の
一
、
一
三
八
〇
、
一
三
八
三
の
一
、
一
〇
九
六
三
、
一

〇
九
六
五
、
一
〇
九
六
六
、
字
新
田
一
〇
六
六
三
、
一
〇
六
七
一
、
一
〇
六
七
三
、
一
〇
六
七
四
、

周
東
町
上
久
原
字
東
連
福
一
〇
一
八
七
の
二
・
一
〇
一
八
八
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
周
東
町
祖
生
字
大
迫
一
三
五
五
七
、
一
三
五
七
六
、
一
三
五
七
七
、
一
三

五
七
九
か
ら
一
三
五
八
三
ま
で
、
一
三
五
八
七
、
一
三
五
八
七
の
一
、
一
三
五
九
〇
の
一
、
一
三
五

九
〇
の
二
、
一
三
五
九
一
、
一
三
五
九
二
の
一
、
一
三
五
九
二
の
二
、
一
三
五
九
三
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

周
東
町
差
川
字
桑
原
一
〇
九
六
三
・
字
新
田
一
〇
六
七
三
・
周
東
町
上
久
原
字
東
連
福
一
〇

一
八
七
の
二
・
一
〇
一
八
八
の
一
・
周
東
町
祖
生
字
大
迫
一
三
五
五
七
・
一
三
五
七
九
か
ら
一

三
五
八
一
ま
で
・
一
三
五
八
三
（
以
上
九
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
瀬
ダ
ム
管
理
事
務
所
新
築
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営

の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に

当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

平
瀬
ダ
ム
管
理
事
務
所
新
築
工
事

㈠

工
事
場
所

岩
国
市
錦
町
広
瀬
字
長
尾
地
内

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地
上
二
階
建

一
、
一
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
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㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
平
成
三
十
年
山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
建
築
一
式
工
事
の
Ａ

等
級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
建
築
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
八
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
七
百
以
上
で
あ

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
二
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
十
二
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

令
和
二
年
二
月
十
九
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三

－

三
八
三
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
山

駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

徳
山
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

施
行
地
区

周
南
市
銀
座
一
丁
目
、
銀
座
二
丁
目
、
み
な
み
銀
座
一
丁
目
、
み
な
み
銀
座
二
丁
目
及
び
大
字
徳

山
の
各
一
部

三

事
務
所
の
所
在
地

周
南
市
み
な
み
銀
座
一
丁
目
九
番
地

四

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

五

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
初
年
度
に
あ
っ
て
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
か

ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

八

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

個
別
利
用
区
は
、
定
め
な
い
。

九

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

令
和
二
年
二
月
十
九
日
ま
で

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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